
　　特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得に係る個人住民税の算定について

確定申告書のみを提出②③ 
（特定配当等に係る所得や 

 特定株式等譲渡所得を含む） 

確定申告書を提出②③ 
（特定配当等に係る所得や 

 特定株式等譲渡所得を含む） 

住民税申告書を提出① 
（特定配当等に係る所得や特定 

 株式等譲渡所得を含まない） 

確定申告書を提出① 
（特定配当等に係る所得や特定 

 株式等譲渡所得を含まない） 

給与支払報告書又は公的年

金等支払報告書を提出 
（給与又は年金支払者から） 

修正の確定申告書を提出②③ 
（特定配当等に係る所得や 

 特定株式等譲渡所得を含む） 

確定申告書を提出②③ 
（特定配当等に係る所得や 

 特定株式等譲渡所得を含む） 

確定申告の内容に基づき、住民税を算定 

（修正の確定申告による変更も算入） 

確定申告と住民税の申告に基づき、住民税を算定 

（住民税では特定配当等に係る所得や特定株式等譲渡所得を算入しない） 

所得税は申告に基づき決定するが、

住民税は特定配当等に係る所得や

特定株式等譲渡所得以外の所得を

反映し、住民税を算定する 

 また、申告期限後に提出された上

場株式の損失については、住民税

ではなかったものとみなされ、翌年

以降の繰越控除を適用することがで

きない 

◆ 特定配当等に係る所得及び特定株式等譲渡所得については、 

  納税者の意思により、①申告不要、②総合課税（特定配当等に係る所得のみ）、③申告分離課税を選択することが可能。 

◆ ②総合課税又は③申告分離課税を選択する場合、 

  地方税法の規定により、納税通知書が送達される時までに、所得税の確定申告書又は住民税申告書の提出が必要。 

【申告書等の提出状況】 
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